




特定非営利活動法人近畿環境市民活動相互支援センター定款 

 

第１章 総則 

(名称) 

第１条 この法人は、特定非営利活動法人近畿環境市民活動相互支援センターという。略称をＮＰＯ法人

エコネット近畿とする。 

 

(事務所) 

第２条 この法人は、主たる事務所を大阪市内に置く。 

 

第２章 目的及び事業   

 (目的) 

第３条 この法人は、特定非営利活動を行うことを主たる目的とした法人であり、様々な分野の環境問題

の解決のために取り組んでいる任意団体・ＮＰＯ法人・企業・行政等への助言及び支援活動を行

うとともに各主体と連携し、環境の保全、生態系の維持及び持続可能で豊かな社会の実現に寄与

することを目的とする。 

 

(活動の種類) 

第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法（以下、「法」という。）第２

条別表に掲げる次の活動を行う。 

第７号 環境の保全を図る活動 

第１９号 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 

 

(事業の種類) 

第５条 この法人は、第３条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。 

(１)環境に関する情報交流会の開催企画・運営 

(２)環境活動支援のためのセミナー等の開催 

(３)環境と調和した科学技術の調査研究及び実践普及 

(４)地域における個別団体の活動を繋げる統一テーマでの活動の企画・運営 

(５)環境政策の提言及びコンサルテーション 

(６)環境活動を行う任意団体・ＮＰＯ法人・企業・行政等とのネットワークの構築のための調査

研究及び実践普及を支援 

(７) ホームページ・機関紙等の運営 

(８) 第１号から第７号までの事業に関する国、地方公共団体及び企業からの受託事業 

(９) 第１号から第７号までの事業に関する出版物の刊行及び販売  

(１０)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業 

 

 



第３章 会員 

(種別) 

第６条 この法人の会員は、次のとおりとし、正会員をもって法上の社員とする。 

(１)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体 

(２)賛助会員 この法人の目的を賛助するために入会した個人及び団体  

(３)その他の会員については別に定める 

 

(入会) 

第７条 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込む

ものとし、理事長は、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。 

２ 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨

を通知しなければならない。 

３ 第１項による入会後においても、入会申込時における入会を認めない会員としての不適格理由が

発覚した場合は、理事長は入会の取り消しができる。この場合、本人に書面にて通知し本人の承

諾を必要とする。 

 

(入会金及び会費) 

第８条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 

 

(会員の資格の喪失) 

第９条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 

(１)退会届の提出をしたとき 

(２)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき 

(３)継続して２年以上会費を滞納したとき 

(４)除名されたとき 

 

(退会) 

第１０条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 

 

(除名) 

第１１条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することがで

きる。この場合その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 

(１)この定款等に違反したとき 

(２)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき 

 

(拠出金品の不返還) 

第１２条 会員が納入した入会金、会費及びその他の拠出金品はその理由を問わずこれを返還しない。   

２ 第７条第３項による入会の取り消しをした場合には、前項は適用せずこれを別に定める。 



第４章 役員及び職員   

(種別及び定数) 

第１３条 この法人に次の役員を置く。 

(１)理事６人以上 

(２)監事１人以上 

２ 理事のうち、１人を理事長、若干名を副理事長とする。 

３ 専務理事をおくことができる。 

４ 理事は正会員に限る。 

 

(選任等) 

第１４条 理事及び監事は、総会において選任する。 

２ 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。 

３ 専務理事をおく場合は、理事の互選とする。 

４ 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは３親等以内の親族が１人を超え

て含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び３親等以内の親族が役員の総数の３分の１を超え

て含まれることになってはならない。 

５ 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。 

 

(職務) 

第１５条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 

２ 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。 

３ 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があら

かじめ指名した順序によりその職務を代行する。 

４ 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、業務を統括する。 

５ 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行す

る。 

６ 監事は、次に掲げる職務を行う。 

(１)理事の業務執行の状況を監査すること 

(２)この法人の財産の状況を監査すること 

(３)前２号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しく

は定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告

すること 

(４)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること 

(５)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理

事会の招集を請求すること 

 

(任期等) 

第１６条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 



２ 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残

存期間とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、任期の末日において後任の役員が選出されていない場合には、その

任期を任期の末日後、最初の総会が終結するまで伸長する。 

４ 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければな

らない。 

 

(欠員補充) 

第１７条 理事又は監事のうち、その定数の３分の１を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充し

なければならない。 

 

(解任) 

第１８条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することがで

きる。この場合その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。 

(１)職務の遂行に堪えないと認められるとき 

(２)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき 

 

（報酬等) 

第１９条 役員は、その総数の３分の１以下の範囲内で報酬を受けることができる。 

２ 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 

３ 前２項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 

 

(会長) 

第２０条 この法人に、会長を置くことができる。 

２ 会長は、名誉職とする。 

３ 会長は、理事会により任免する。 

４ 会長の任期は、２年とする。但し、再任は理事会の決定による。 

 

(顧問) 

第２１条 この法人に、顧問を置くことができる。 

２ 顧問は、理事長が任免する。 

 

(職員) 

第２２条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。 

２ 職員は、理事長が任免する。 

 

第５章 総会   

(種別) 



第２３条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の２種とする。 

 

(構成)  

第２４条 総会は、正会員をもって構成する。 

 

 (権能) 

第２５条 総会は、以下の事項について議決する。 

(１)定款の変更 

(２)解散 

(３)合併 

(４)資産の管理方法 

(５)残余財産の帰属 

(６)事業計画及び活動予算並びにその変更 

(７)事業報告及び活動決算 

(８)役員の選任又は解任、職務及び報酬 

(９)入会金及び会費の額 

(１０)除名 

(１１)その他運営に関する重要事項 

 

(開催) 

第２６条 通常総会は、毎年１回、事業年度終了後３ヶ月以内に開催する。 

２ 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 

(１)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき 

(２)正会員総数の３分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求

があったとき 

(３)第１５条第６項第４号の規定により、監事から招集があったとき 

 

(招集) 

第２７条 総会は、前条第２項第３号の場合を除き、理事長が招集する。 

２ 理事長は、前条第２項第１号及び第２号の規定による請求があったときは、その日から１５日以

内に臨時総会を招集しなければならない。 

３ 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、会日の

７日前までに通知しなければならない。 

４ 前条第２項第３号による招集は、監事が行い前項の方法をもって招集する。 

 

(議長) 

第２８条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。 

 



(定足数) 

第２９条 総会は、正会員総数の３分の１以上の出席がなければ開会することができない。 

 

(議決) 

第３０条 総会における議決事項は、第２７条第３項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 

２ 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同

数のときは、議長の決するところによる。 

 

(表決権等) 

第３１条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。 

２ やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面

又はファックス、電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任するこ

とができる。 

３ 前項の規定により表決した正会員は、第２９条、第３０条第２項及び第３２条第１項第２号の適

用については、総会に出席したものとみなす。 

４ 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができな

い。 

 

(議事録) 

第３２条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

(１)日時及び場所 

(２)正会員総数及び出席者数(書面、ファックス、電磁的方法表決者又は表決委任者がある場合

にあっては、その数を付記すること。) 

(３)審議事項 

(４)議事の経過の概要及び議決の結果 

(５)議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人２人以上が記名、押印しなけれ

ばならない。  

 

第６章 理事会   

(構成) 

第３３条 理事会は、理事をもって構成する。 

 

(権能) 

第３４条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。 

(１)総会に付議すべき事項 

(２)総会の議決した事項の執行に関する事項 

(３)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 



(４)事務局の組織及び運営 

 

(開催) 

第３５条 定例理事会は年４回以上開催する。 

２ 理事会のもとに事業別に専属機関を置くことができる。 

３ 臨時理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。 

(１)理事長が必要と認めたとき 

(２)理事総数の３分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求が

あったとき 

(３)第１５条第６項第５号の規定により、監事から招集の請求があったとき 

 

(招集) 

第３６条 理事会は、理事長が招集する。 

２ 理事長は、前条第３項第２号及び第３号の規定による請求があったときは、その日から２０日以

内に理事会を招集しなければならない。  

３ 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、ファックス、

電磁的方法をもって、会日の７日前までに通知しなければならない。 

 

(議長) 

第３７条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に業務が行えない事情があるときは、第１５

条第３項による副理事長がこれに代わる。 

 

(定足数) 

第３８条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。 

 

(議決) 

第３９条 理事会における議決事項は、第３６条第３項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。  

２ 理事会の議事は、出席理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

 

(表決権等) 

第４０条 各理事の表決権は、平等なるものとする。 

２ やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面

又はファックス、電磁的方法をもって表決することができる。 

３ 前項の規定により表決した理事は、第３９条第２項及び第４１条第１項第２号の適用については、

理事会に出席したものとみなす。 

４ 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができな

い。 



(議事録) 

第４１条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

(１)日時及び場所 

(２)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面、ファックス、電磁的方法表決者にあっては、そ

の旨を付記すること。) 

(３)審議事項 

(４)議事の経過の概要及び議決の結果 

(５)議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人２人以上が記名、押印しなけれ

ばならない。  

 

(緊急時の承認) 

第４２条 理事長は、緊急を要する事情などにより理事会を招集できない場合においては理事には電磁

的方法の手段により審議案件を伝え、その上で理事長と副理事長により決定し、後日、理事会に

報告、承認を得なければならない。 

 ２ 専務理事が在任の場合は、前項の決定に加わらなければならない。 

 

第７章 資産及び会計   

(資産の構成) 

第４３条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 

(１)設立当初の財産目録に記載された資産 

(２)入会金及び会費 

(３)寄附金品 

(４)財産から生じる収益 

(５)事業に伴う収益 

(６)その他の収益 

 

(資産の区分) 

第４４条 この法人の資産は、特定非営利活動にかかる事業に関する資産とする。 

 

(資産の管理) 

第４５条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 

 

（会計の原則） 

第４６条 この法人の会計は法第２７条各号に掲げる原則に従って行うものとする。 

 

(会計の区分) 

第４７条 この法人の会計は、特定非営利活動にかかる事業に関する会計とする。 



(事業計画及び予算) 

第４８条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は理事長が作成し、総会の議決を経なければなら

ない。 

 

(暫定予算) 

第４９条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事

会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。 

２ 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。 

 

(予備費の設定及び使用) 

第５０条 予算超過又は予算外の費用に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。 

２ 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。 

 

(予算の追加及び更正) 

第５１条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正

をすることができる。 

 

(事業報告及び決算) 

第５２条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事

業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならな

い。 

２ 決算上剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 

 

(事業年度) 

第５３条 この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

(臨機の措置) 

第５４条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放

棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。  

 

第８章 定款の変更、解散及び合併   

(定款の変更) 

第５５条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の４分の３以上の多数によ

る議決を経、かつ、法第２５条第３項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なけれ

ばならない。 

 

(解散) 

第５６条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。 



(１)総会の決議 

(２)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 

(３)正会員の欠亡 

(４)合併 

(５)破産手続開始の決定 

(６)所轄庁による設立の認証の取消し 

２ 前項第１号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の４分の３以上の承諾を得なけ

ればならない。 

３ 第１項第２号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 

 

(残余財産の帰属) 

第５７条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、

総会において正会員総数の２分の１以上の議決を経て、法第１１条第３項に掲げる者のうち、趣

旨を同じくする者に譲渡するものとする。 

２ 前項において議決されない場合は、法で定められる。帰属先を定めない場合、又は帰属先が明確

でない場合は、国又は地方公共団体に譲渡されるか国庫に帰属する。 

 

(合併) 

第５８条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の４分の３以上の議決を経、か

つ、所轄庁の認証を得なければならない。 

 

第９章 公告の方法 

（公告の方法） 

第５９条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。 

 但し、法第２８条の２第１項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームペー 

ジに掲載して行う。 

 

第１０章 雑則 

(細則) 

第６０条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。  

 

附 則１ この定款は、この法人の成立の日から施行する。 

２ この法人の設立当初の役員は、第１４条第１項及び第２項の規定にかかわらず次に掲げる者とす

る。 

理事長  山本 光二 

副理事長 仲津 英治 

常任理事 大林 輝 

同    平山 奈央子 



同    吉田 浩巳 

理事   井下 龍司 

同    岡本 胤継 

同    海瀬 亀太郎 

同    金野 秀一 

同    北川 知克 

同    合田 文男 

同    小柗 英宣 

同    佐藤 義也 

同    寺川 庄蔵 

同    中島 秀和 

同    中野 加都子 

同    西田 生 

同    原 大耕 

同    久 隆浩 

同    福山 哲郎 

同    三日月 大造 

同    宮本 博司 

監事   松本 直高 

同    山口 百合子 

３ この法人の設立当初の役員の任期は、第１６条第１項の規定にかかわらず、成立の日から２０１

１年３月３１日までとする。 

４ この法人の設立当初の事業計画および収支予算は、第４６条の規定にかかわらず、設立総会の定

めるところによるものとする。 

５ この法人の設立当初の事業年度は、第５３条の規定にかかわらず、成立の日から２０１０年３月

３１日までとする。 

６ この法人の設立当初の入会金及び会費は、第８条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。但

し、２００９年３月３１日現在において近畿環境市民活動相互支援センターの正会員は入会金を

免除する。 

正会員  個人・市民団体：年会費３０００円、入会金２０００円 

正会員  企業：年会費２００００円、入会金５０００円 

賛助会員 個人・市民団体：年会費２０００円、入会金無料 

賛助会員 企業：年会費１口１００００円を１口以上、入会金無料 

通信会員 無料 

７ 平成２１年（２００９）９月２６日改正 

８ 平成２５年（２０１３）１０月１７日改正 

９ 平成２６年（２０１４）９月１８日改正 

１０ 平成２９年（２０１７）５月２０日改正 



１１ 第５９条但し書きの規定は、法第２８条の２第１項の規定の施行の日から施行する。 



 

 

特定非営利活動法人近畿環境市民活動相互支援センター 

事務局組織規程 

 

（目 的） 

第１条 この規定は、特定非営利活動法人近畿環境市民活動相互支援センター（以下「エ

コネット近畿」）定款第２２条の規定に基づき、この法人の組織及び運営等に関して必要な

事項を定め、事務局における事務の適正な運営を図ることを目的とする。 

 

（組 織） 

第２条 この法人の業務を処理するために、事務局を置く。 

２ 事務局組織については、別表に掲げる。 （別表１） 

 

（職 員） 

第３条 事務局に、次の職員を置く。 

 （１）事務局長 

 （２）その他の職員（以下「職員」という。） 

 （３）事務局長は、理事長を兼ねることはできない。 

２ 前項に定めるもののほか、必要に応じて事務局に非常勤嘱託職員及び臨時職員を置く

ことができる。 

 

（職 務） 

第４条 事務局長は、理事長の命を受けて、事務局の事務を総括し、職員を指揮監督する。 

２ 職員は、事務局長の命を受けて、事務を遂行する。 

 

（職員の任免及び職務の指定） 

第５条 職員の任免は、理事長が行う。 

 

（文書による処理） 

第６条 事務の処理は、文書（電子媒体文書を含む）によって行なうことを原則とする。 

 

（事務の決済） 

第７条 事務は、原則として担当者が文書によって立案し、事務局長を経て、理事長の決

済を受けて実施する。 

 



（緊急を要する事務の決済） 

第８条 緊急を要する事務で重要でないものは、事務局長の決済によって処理することが

できる。ただし、この場合においては、事務局長は遅滞なく理事長の承認を得なければな

らない。 

 

（代理決裁） 

第９条 理事長が不在である場合において、特に緊急に処理しなければならない決済文書

は、理事長があらかじめ指定するものが決済することができる。 

２ 前項の規定により代理決裁した者は、事後速やかに理事長に報告しなければならない。 

 

（規定外の対応） 

第１０条 本規定以外の事務局に関する事項で、公印及び文書に関する事項は、別に定め

る「公印規程」及び「文書管理規程」による。 

 

（細 則） 

第１１条 この規定の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て、別に定め

ることができる。 

 

（改 廃） 

第１２条 この規定の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

 

附則 

この規定は平成 26年(2014)4月 22日より施行する。 

 

別表１（第 2条関係） 

 
総会 

理事会 

事務局長 

理事長 

理事 

事務局 



特定非営利活動法人近畿環境市民活動相互支援センター 

文 書 管 理 規 程 

 

（目 的） 

第 1条 この規程は、NPO法人エコネット近畿（以下「この法人」という。）事務局組

織規程第 10 条の規定に基づき、この法人における文書の取扱いに関し必要な事項を

定め、事務を正確かつ効率的に処理することを目的とする。 

 

（事務処理の原則） 

第 2条 この法人の事務は、軽易なものを除き、文書によって処理することを原則とす

る。 

2 文書とは、この法人の業務上の必要に応じて作成、収集、または他に提供されるす

べての書類・図面・写真・電子媒体文書をいう。 

3 文書は、常に迅速かつ丁寧に取扱うとともに、その受渡し及び保管を確実に行い、

汚損し、又は紛失しないよう注意しなければならない。 

 

（文書処理の原則） 

第 3条 文書はすべて正確かつ迅速に取扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務が

効率的に処理されるようにしなければならい。 

 

（文書管理事務の総括） 

第 4条 事務局長は、この法人における文書の管理に関する事務を総括する。 

 

（簿冊） 

第 5条 この法人に文書受付簿及び文書発送簿を備え付け、総務担当者がこれを管理す

るものとする。 

2 前項の簿冊の登録番号は、事業年度毎にこれを更新する。 

3 第 1項の簿冊の様式は、別に定める。（様式 1号のとおり） 

 

（文書の収受及び配布） 

第６条 この法人に到達した文書は、次の各号に規定するところに従い、直ちに処理し

なければならない。 

（１） 通達、照会等の文書で、当該文書に基づいて通知、回答等を要するものと、そ

の他総務担当者が、収受、処理経過等を記入する必要があると認めた文書は、

文書受付簿に記載しておく。 

（２）現金又は有価証券その他権利を証する証書を添えた文書、並びに書留、配達証明



その他特別送達された文書等は、文書受付簿に記載の上、配布、受領印を徴する。 

（３）親展及び秘密取扱いの文書は、開封しないで、当該宛名人に配布する。 

 

（文書の処理） 

第 7条 総務担当者は、配布を受けた文書を速やかに処理しなければならない。 

 

（処理の方法） 

第 8条 すべての事案の処理は、文書によるものとする。 

2 回答、報告文等の通例又は簡易な文書の処理は、その文書の余白等に朱書きし、起

案文書とすることができる。 

3 第 1 項の規定にかかわらず、特に急を要する事案又は簡易な事案は、電話又は口頭

で処理することができる。この場合においては、その処理の顛末を事後、文書により

明らかにしておかなければならない。 

 

（施行文書） 

第９条 決裁になった文書には決裁年月日、番号、施行年月日を記入しなければならな

い。 

 

（記号及び番号） 

第 10 条 文書には、記号、番号を付さなければならない。ただし、簡易な文書につい

ては、番号を省略し、「号外」として処理することができる。 

2 文書に用いる記号は、「エコネット近畿」とし、番号は文書発送簿による年度毎の一

連番号に付するものとする。 

 

（文書の施行者） 

第 11 条 文書は、理事長を用いるものとする。ただし、簡易な文書については各事業

担当者名を用いることができる。 

 

（公印の押捺） 

第 12 条 文書には、公印を押さなければならない。ただし、簡易な文書については公

印を省略することができる。 

2 前項の公印を押印するときは、総務責任者は決裁状況等について審査しなければな

らない。 

 

（文書の発送） 

第 13条 文書を発送するときは、文書発送簿に記載しなければならない。 



 

（文書の整理） 

第 14 条 文書は、常に整理区分し、その所在場所及び処理状況を明らかにしていかな

ければならない。 

2 重要文書は、非常の場合に備えて、いつでも持ち出しできるよう一般文書と区分し

て保管しなければならない。 

 

（文書の保存及び保存期間） 

第 15条 完結文書は、年度毎に編纂、保存しなければならない。 

2 前項による保存の期間は、その重要度に応じ、別表第１に定める区分による。 

３ 簡易な文書で事務局長が認めたものは、完結後直ちに処分できる。 

 

（保存期間） 

第 16 条 保存文書の保存期間の起算日は、完結する日の属する年度の翌年度の４月１

日から起算する。 

 

（保存文書の破棄） 

第 17 条 事務局長任は、保存文書が保存期間を経過したときは、当該文書を破棄する

ものとする。ただし、保存期間が満了した保存文書であっても、引き続いて保存の必

要があると認めたものについては、保存期間を 1年の単位で必要な期間延長すること

ができる。 

 

（補 則） 

第 18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、理事長が別に定める。 

 

附則 

この規程は、平成 26年(2014)4月 22日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第１（第 15条関係） 

 

永久保存 

 

(1) 定款及びその他諸規程 

(2) 登記関係書類 

(3) 自然環境の保全契約及び土地の買取り等に係る書類 

10年保存 (1) 財務諸表 

(2) 会計帳簿及び会計伝票 

(3) 証憑書類 

(4) 理事会・評議員会の議事録、決裁録 

(5) 事業報告等 

(6) 自然環境の保全契約を除く各種契約書、諸報告書類 

(7) 人事関係書類 

5年保存 (1) 各種伺書 

(2) 各種助成金交付事業採択に関する書類 

(3) 活動予算書 

(4) 上記以外の経理に関する書類 

(5) 文書の収受簿 

３年保存 (1) 出張命令簿、復命書、出勤簿 

(2) 広報関係業務書類 

(3) 個人情報書類等 

 

 








